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は し が き 
 

 本書は，ビジネス実務法務検定試験® 3 級合格に要求されるビジネス・

パーソンとして必要な基礎的法律知識を身に付け，自己の業務を法的に

チェックし，問題点を解決できるスキル（コンプライアンス能力）の

取得を目的としている。 

 こうした目的を達成するために，本書はビジュアル的にも工夫し，

独学では学習が困難な法律知識を簡単に理解し，覚え，実際に使うこ

とができるようになっている。過去問を見れば明らかなように，繰り返

し類似の問題が出題されている。そうした部分を集中的にトレーニング

することにより短時間で，無駄なく，効率的に合格点に達することがで

きる。 

 本書がスキルアップを目指すビジネス・パーソンの方々の一助となれ

ば幸いである。 

 

 

ＴＡＣビジネス実務法務検定試験®研究会 
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第1編 ビジネス実務法務の法体系 
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第1章 コンプライアンス 

 

1. コンプライアンス(法令遵守)の意義 

 

① コンプライアンス(法令等の遵守)とは，企業に対して，法令等の趣旨を理解し，その法令等が守

ろうとする利益や価値に従った行動を求めるものである。 

 

② 企業がコンプライアンス違反行為を行った場合，当該企業は刑事的責任，民事的責任，行政処分

等の不利益を受ける可能性がある。 
 
 
 

 

 

 

2. コンプライアンスに関連する重要概念 

 

① ＣＳＲ(Corporate Social Responsibility)とは，一般に，企業の社会的責任を意味する。環境

保護に配慮した企業経営などがＣＳＲに基づく企業活動の例である。 

 

② リスクマネジメントとは，企業活動に支障を来たすおそれのある不確定な要素を的確に把握し，

その不確定要素の顕在化による損失の発生を効率的に予防する施策を講じるとともに，顕在化した

ときの効果的な対処方法をあらかじめ講じる，一連の経営管理手法をいう。 
 

民事責任 刑事責任 

コンプライアンスに反した行動をとった企業の責任 

行政上の責任 
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第2章 法律の基礎知識 
 

第1節 法の定義 
 

① 法律は社会規範の一種である。社会規範とは我々の行動の指針となったり善悪を判断する基準とな

るものである。社会規範の例としては，道徳，習俗・宗教などが挙げられる。 

② 他の社会規範と法律の根本的な違いのポイントは，法律は，その内容が国家権力によって強制的に

実現されるという点である。 

 

第2節 法律の分類 
 

1. 成文法vs不文法(文章の形に表わされているか否かによる分類) 

 

【基礎知識】 

・慣習法とは，慣習(人の行動様式のうち反復して繰り返されるもの)のうち法的効力を認められたものをいう。 

・判例法とは，裁判所の判決に含まれている法理のなかで，裁判の繰り返しにより他の類似の事件についても同一の

判断をする基準となる効力を持つものをいう。 

・条理とは，「物事の筋道」のことをいう。 

 

2. 一般法vs特別法 

 

① 一般法とは，特別法と比較して，適用領域が限定されていない法律をいう。これに対して，特別

法は，一般法と比較して，適用領域が限定されている法律をいう。 
 

 

② 「特別法は一般法を破る。」 

 これは，特別法は一般法に優先して適用されるということを意味する。 

成文法 
▽ 

 国会などの立法機関が定める制定法（主要なものは
六法全書に収録されている）とほぼ同じ 

不文法 
▽ 

ex.慣習法，判例法，条理 

YES 

文書の形で表わされているか？ 

NO 

特別法 一般法 

YES 

ex.商法 

ex.労働法 

ex.民法 

ex.民法 

NO 

法の適用領域が 
限定されているか？ 
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3. 強行規定vs任意規定 

① 法律は，当事者間で法律の規定と異なる別の定めができるか否かにより，強行法規(強行規定)と

任意法規(任意規定)に分かれる。 

 
 

② 強行法規である旨，条文で明示されていることもある。そうでない場合は，規定の趣旨を考慮

し，強行法規か任意法規か判断される。 

例えば，民法の規定にも当該規定の趣旨から任意法規と解されている規定もあれば強行法規と解

されている規定もある。従って，強行法規と任意法規の区別は実際には容易ではない場合も多

い。 
 

③ 取締規定 

 取締規定とは，経済政策や行政目的に基づき，国民に対してある行為を制限し，又は禁止する

ことを定める規定をいう。 

 取締規定に違反した場合，行政罰や許可の取消しなどの制裁が科される。しかし，取締規定違

反の行為の私法上の効力には影響がない。 

 

 

4. 公法vs私法 

 法律は，その法の規律を受けるものが誰であるかによって，公法と私法に分けられる。 
 

 
 

 

5. 民事法vs刑事法 

① 民事法とは，私人間の紛争を解決する民事裁判の基準となる私法の実体法(民法や商法など)とそ

の手続法(民事訴訟法など)の総称である。 
 

② 刑事法とは，国家が国民に対して刑罰を加えるための刑事裁判の基準となる実体法(刑法など)と

その手続法(刑事訴訟法など)の総称である。 

強行法規（強行規定） 
▽ 

 公の秩序に関する規定で，当事者の意思
で絶対に排除できない規定 

任意法規（任意規定） 
▽ 

 当事者がこの規定と異なる意思表示をし
た場合は，そちらが優先される規定 

当事者の意思如何にかかわらず 
適用されるか？ YES NO 

公法 
▽ 

ex.憲法，刑法，民事訴訟法 

私法 
▽ 

ex.民法，商法 

当事者の一方又は双方が 

国家機関の場合 

当事者双方が 

私人の場合 

その法律の規律を受け 
る者は誰か？ 
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6. 実体法と手続法 

① 実体法は，権利・義務など法律関係の内容(実体)を定める法律である。 
 

② 手続法は，実体法の内容を実現するための手続を定める法律である。 

 
 

 

民事法 
▽ 

ex.民法，民事訴訟法 

刑事法 
▽ 

ex.刑法，刑事訴訟法 

私人間の紛争 国家の刑罰 

私人間の紛争か，国家の刑罰に 
かかわるか？ 

実体法 
▽ 

ex.民法，商法，刑法 

手続法 
▽ 

ex.民事訴訟法，刑事訴訟法 

法律の内容 手続 

法律の内容を定めたものか， 
その内容を実現するための手続を定めた 

ものか？ 
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第3節 権利の実現 
 

theme01 権利と義務 
 

① 法律にかかわりのある社会生活関係を法律関係という。例えば，ＡがＢに自己所有の土地を１億円

で売却したとする。この場合，ＡはＢに１億円を請求する権利を有し，ＢはＡに１億円を支払う義務

を負う。他方，ＢはＡに土地の引渡しを請求する権利を有し，ＡはＢに土地を引き渡す義務を負う。 
 

② 法律関係とは，表現を代えると，権利と義務の関係であるといえる。ここに権利とは，相手方(他

人)に対して一定の行為をすること(あるいはしないこと)を法によって主張できる力をいい，義務と

は相手方(他人)に対して一定の行為をすること(あるいはしないこと)を法によって拘束されることを

いう。 

 

theme02 権利の救済 
 

① 権利の行使とは，権利の内容を実現する行為をいう。権利の行使に対して相手方が応じない場合，

力ずくで権利内容を実現する行為を自力救済という。 
 

② 自力救済は，原則として禁止される。なぜなら，その際，過度の暴力が用いられるおそれがあるか

らである。 

 ｅｘ．中古車甲の売買契約において，売主Ａが甲を引き渡したにもかかわらず，買主Ｂが約束の期日

に代金を支払わなかったとしても，Ａは，Ｂの家から勝手に代金相当額の金銭を持ち出すことは

できない。逆に，買主Ｂが代金を支払ったにもかかわらず，売主Ａが約束の期日に甲を引き渡さ

なかったとしても，Ｂは，Ａの家から勝手に甲を持ち出すことはできない。 
 

③ そこで，権利の行使に対して相手方が応じない場合には，裁判所の手続きを通じて権利を実現して

いくことが大原則となっている(強制執行：第７編 第２章 参照)。 

 

theme03 権利の救済方法 

1. 訴訟の種類 

 裁判所で扱う訴訟は，①民事訴訟(私人間の紛争解決を目的とする訴訟)，②刑事訴訟(犯罪をしたと

疑われ起訴された被告人に国家が刑罰を科すか否かを決する訴訟)，③行政訴訟(国や地方自治体などの

行政機関による行政権の行使や公法上の権利関係についての争いの解決を目的とする訴訟)に分けられ

る。 

 

2. 上訴 

① 日本の審級制度は原則として三審制をとっている。裁判所は簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判

所・最高裁判所の４階級に分かれる。家庭裁判所は地方裁判所と同階級である。 

② 上訴とは，裁判に不服があるときに，より上級の裁判所に対して再審理をもとめることをいう。

第一審判決に不服がある場合に上級の裁判所に上訴することを控訴といい，その控訴審の判決に不

服がある場合に上級の裁判所に上訴することを上告という。 
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第3章 民法の基礎知識 
 

第1節 私法の基本原則 
 

 民法の基本原則は以下のとおりである。 

 

【基礎知識－故意vs過失】 

・故意とは，自己の行為により，権利又は利益の侵害という結果が発生することを認識・認容すること

をいう。 

 vs 

・過失とは，損害の発生を予見し，防止する注意義務を怠ることをいう。 

 

※ 契約自由の原則については，民法上，①契約締結の自由(民法521条1項)，②契約内容決定の自由

(民法521条2項)，③契約方式の自由(民法522条2項)の３つの原則が規定されている。 

 

第2節 財産権の種類 
 

theme01 財産権の意義と種類 
 

① 財産権とは，経済的かつ財産的利益を目的とする権利をいう。 
 

② 民法上の財産権は，物権と債権に分かれる。 

 

1．権利能力平等の原則 
▽ 

 人は生まれてから死ぬ

まで，誰でも等しく権利
を有し義務を負うことが
できるという原則 

2．所有権絶対の原則 
▽ 

 所有権については，国

家といえども侵害するこ
とはできないという原則 
 但し，公共の福祉によ

る制限を受ける場合があ
る。 

3．私的自治の原則 
▽ 

 権利主体は，私的な法

律関係を自己の意思に基
づいて自由に形成できる
という原則。取引の場面

では，契約自由(誰とどの
ような契約を締結するか
を自由に決められる)の原

則として現れる。※  

4．過失責任主義 

（過失責任の原則） 
▽ 

 過失(故意も含めて)が
なければ不法行為による
損害賠償責任を負わされ

ることがないという原
則。 
◇ 例外もある(後述) 

物権 
▽ 

①物に対する 
②直接的(他人の行為がなくても権利内容を

実現できるということ) 
③排他的(一つの物の上に同じ内容の物権は

存在し得ないということ)支配権 

債権 
▽ 

①特定人が 
②特定人に対して 

③一定の行為を請求する権利 

財産権 

ex．ＡＢ間で商品の売買契約が成立すると，売主Ａは買主Ｂに対して代金支払請求権を有し，買

主Ｂは売主Ａに対して当該商品の引渡請求権を有することになるが，売買契約により発生する

売主の買主に対する代金支払請求権(代金債権)や買主の売主に対する引渡請求権(引渡債権)は

債権の例である。 
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theme02 物権の意義と種類 
 

 物権とは，物に対する直接的，排他的支配権をいう。 

民法上，「物」とは，有体物をいう(民法85条)。 
 

 
 

【基礎知識】 

・占有権とは，占有に基づいて生じる権利。要するに，物を事実上支配する権利をいう。 

・所有権とは，法令の範囲内で物を自由に使用・収益・処分しうる権利。要するに完全な物権であり，物権の王様！ 

・地上権とは，他人の土地において工作物又は竹木を所有するために，その土地を使用する権利をいう。 

・永小作権とは，小作料を払って他人の土地に耕作又は牧畜をなす権利をいう。 

・地役権とは，設定行為で定めた目的に従って，他人の土地を自分の土地の便益に供する権利をいう。 

・入会権とは，一定の地域の住民集団が山林原野・漁場・用水等を共同で管理し利用する慣習法上の権利をいう。 

・留置権とは，他人の物の占有者が，その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置して，債務者の弁

済を間接的に強制する担保物権をいう。 

・先取特権とは，一定種類の債権の債権者が，法律上当然に債務者の財産から優先弁済を受けることができる権利を

いう。 

・質権とは，債権者がその債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置して債

務者の弁済を間接的に強制するとともに，弁済されない場合には，その物から優先弁済を受けることができる担保

物権をいう。 

・抵当権とは，債務者又は第三者が占有を移さずに担保に供した不動産その他一定の権利から，債権者が優先弁済を

受けることを内容とする約定担保物権をいう。 

占有権 

物権の種類 

制限物権 
▽ 

 一部の機能しか認められない物権 

本権 
▽ 

 物の占有とは無関係に物の支配に

適法性を与える権原。要するに，占
有権以外の物権 

所有権 

用益物権 
▽ 

 制限物権のうち，物の使用・収益機能
を内容とする物権 

担保物権 
▽ 

 制限物権のうち，交換価値の
支配権能を内容とする物権 

約定担保物権 
▽ 

 設定契約によって発生
する担保物権 

法定担保物権 
▽ 

 法律の規定によって
発生する担保物権 

留置権 先取特権 

非典型担保 

譲渡担保権等 

地上権 永小作権 

典型担保 

抵当権 質権 

地役権 入会権 
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